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研究要旨： 本研究では、身体障害者認定制度における認定基準のあり方について、医学的

知見を踏まえ考察を行い、認定基準の見直しの具体的な案を提言する。平成26年度から平成

28年度においては、肝臓機能障害、心臓機能障害、聴覚障害、ぼうこう・直腸機能障害、小腸

機能障害を取り上げた。 

肝臓機能障害については、国立病院機構長崎医療センターに通院した肝硬変患者267例に対

して平均3.5年の観察を行った結果、死亡確認例では死亡までの中央値はC-P分類Ｃでは2.2

か月であり、障害認定を受けて福祉サービスを受給できる期間は限定的であることが示された

（平成26年度）。この結果は、「肝臓機能障害の認定基準のあり方に関する検討会」に提出され、

認定基準の改正に貢献した。 

心臓機能障害では、新規ペースメーカ植込者の身体活動度及び日常生活動作の変化を明らか

にするために、植込治療を受けた障害認定者623名に対して前向き調査を実施し、植込み３か

月以降に９割の身体活動度及び日常生活動作が改善されることを示した（平成26-28年度）。 
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聴覚障害の認定の疑義に関しては、「聴覚障害の認定に関する検討会」の結論を導出する議論

に協力し、その成果として、「指定医を原則として日本耳鼻咽喉科学会専門医とすること」「地域

の実情等により専門医ではない耳鼻咽喉科の医師又は耳鼻咽喉科以外の医師を指定する場合は、聴力

測定技術等に関する講習会の受講を推奨するなど専門性の向上に努めること。」が厚生労働省による

通知として地方公共団体に周知された（平成27年1月）。 

認定基準の改正後の状況について、平成27-28年度に実施した112認定機関（地方公共団体）

を対象とした調査で、他覚的聴力検査が必要となった2級申請数は一時的に減少したが、年度末

にはおおむね回復したことを確認した。また、指定医中の専門医に限定しても、数の減少ほどに

は所属する医療機関までのアクセス距離には差がないこと、指定医までのアクセス距離は公立中

学校までのアクセス距離よりも短いことを地理情報システムを用いて示した（平成26-28年度）。 

ぼうこう・直腸機能障害では、子宮悪性腫瘍に対する手術や放射線治療の結果生じた排尿障害

（神経因性ぼうこう）や尿瘻（ぼうこう膣瘻・尿管膣瘻）等の患者の実態調査を実施した。埼玉

県泌尿器医会の協力を得て74医療機関から53事例の登録を得て、排尿状況・医師の所見を調査

した結果、身体障害認定に相当する者が34名いることを明らかにし、単純人口比では国内に600

名程度いることを示唆した（平成27-28年度）。 

小腸機能障害については、小腸移植の適用がある重症腸管不全99例において14%は身体障害者

手帳を所持していないことを明らかにした。適正な障害認定の方法として、文献調査から、(1) 認

定基準に明記されている年齢別エネルギー表に代わり、個々の症例における摂取総エネルギー量

に対する中心静脈栄養の割合で判断するように変更すること。もしくは、患児の実年齢ではなく

体重相当の年齢におけるエネルギー量をその症例の基準値として判定するよう付記すること。

(2) 小腸疾患の病名に「腸管神経節細胞僅少症」、「巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症」、「その他

の腸管運動機能障害を有する疾患群」を付記することを提言した（平成26年度）。 

 

Ａ．研究目的 

昭和 24 年（1949 年）に成立した身体障

害者福祉法は、身体障害者の更生、すなわ

ちリハビリテーションを基本的な目的と

し、障害の認定と等級評価は医学的に解剖

学レベルでの機能の損失を評価すること

で、認定の公平を期した。 

制定時には「職業的能力が損傷されてい

る」ことが身体障害者の定義に含まれ、職

業復帰が目的とされたが、内部障害が追加

された昭和 42年改正では法の目的も改め

られ、職業復帰のみを目的としているので

はないことを強調した。その後、法の目的

は単なる社会復帰ではなくより広く自立

と社会参加を目指すものへと変化してい

る。さらに、現在では障害者の自立支援に

ついては障害者総合支援法により、各種サ

ービスの個別支援計画において、個々に日

常生活や社会活動に即したアセスメント

が実施され、障害程度区分が普及し、障害
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手帳等級の意義は半減しつつある。 

本法律の制定後 65年を経て、疾病構造

の変化、社会生活環境の変化、著しい医

学・医療技術の進歩に応じて、対象障害の

追加、認定基準の見直しが必要とされ、21

世紀に入ってからは身体障害者認定のあ

り方に関する研究が断続的になされてき

た。 

本研究では、身体障害者認定制度におけ

る認定基準のあり方について、医学的知見

を踏まえ考察を行い、認定基準の見直しの

具体的な案を提言する。平成 26 年度から

平成 28 年度においては、肝臓機能障害、

心臓機能障害、聴覚障害、ぼうこう・直腸

機能障害、小腸機能障害を取り上げた。 

 

Ｂ．背景と研究方法 

１）肝臓機能障害 

肝臓機能障害は、平成 22年から身体障

害者手帳の交付が開始された。しかし、厚

生労働省から障害認定を行う自治体への

調査結果では、106 自治体のうち 27 自治

体が「Child-Pugh 分類の合計点数が 10

点以上」としている現行の基 準について

は、「厳しすぎるのではないか」と回答し

た 1)。専門家からは、「Child-Pugh 分類の

合計点数が 10点以上」の者は生命予後が

悪く、障害認定を受けることができないこ

とが経験的に指摘された。 

そこで、肝硬変患者の生命予後を明らか

にする目的で、一定の基準を満たした患者

を対象に生存期間と予後に寄与する因子

を検討した。対象は、2009 年 10 月１日か

ら2010年９月30日に国立病院機構長崎医

療センターに通院した肝硬変患者 267 例

であった。 

 

２）心臓機能障害 

平成 26 年度から、従来は一律に一級の

認定を受けていたペースメーカ植込み者

は「ペースメーカへの依存度および日常生

活の活動制限(身体活動能力：METS)を判断

し、1級、3級、4級とそれぞれ認定し、

一定期間（3年を目途）後に再認定を行う」

こととなった。しかし、ペースメーカ植込

み後 3年間のどの時期に再評価を行うべ

きか、どの程度の割合で級の変化があるか

についての科学的なエビデンスは乏しか

った。必要な基礎データがないため、再認

定の判断に主治医が苦慮すること、結果に

格差がことの懸念が指摘された。 

そこで、本研究では、身体障害者認定基準

の見直しが行われた平成26年4月以降に、

徐脈性不整脈疾患に対するペースメーカ

新規に植込み者（623 名）を対象に、植込

み前後の日常生活活動制限・長期予後・自

立度の経時的変化を調査した。日本不整脈

学会のデバイス委員会委員の所属施設（28

施設）の協力を得て、主治医を介して対象

者から研究協力の許諾を得た。データの更

新は、担当医師等がカルテ記載および面接

調査により植込み時及びフォロー時（3ヶ

月・６ヶ月・１年）に行った。 

 

３）聴覚障害認定基準改正後の状況把握 

平成 26 年 2月に、聴覚障害の認定が適

正に行われたのか疑念を生じさせるよう

な事案についての報道および国会質問が
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なされたことを契機に、認定方法について

見直しが「聴覚障害認定基準のあり方に関

する検討会」および「疾病・障害認定審査

会身体障害認定分科会」で行われ、当研究

班も協力した。 

見直し案は、都道府県・指定都市・中核

市の障害保健福祉主管部（局）長に宛てて

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企

画課長から４つの文書として通知された

2)～5)。また、都道府県知事、指定都市市長、

中核市市長に宛てては、厚生労働省社会・

援護局障害保健福祉部長から、様式の変更

が通知された 6)。 

本研究では、これらの通知で言及された

２つの改正の実施状況を知るために、平成

27〜28 年度に認定組織 112（全国の都道府

県、政令指定都市、中核都市）を対象に質

問紙法による調査を実施した。２つの改正

とは「聴覚障害で身体障害者手帳を所持し

ていない者に対し、2級の診断をする場合

には、聴性脳幹反応等の他覚的聴覚検査又

はそれに相当する検査を実施し、その結果

（実施した検査方法及び検査所見）を記載

し、記録データのコピーなどを添付するこ

と」2)および「聴覚障害に係る法第 15 条

第１項に規定する医師については、原則と

して、耳鼻咽喉科学会認定の耳鼻咽喉科専

門医とする」4) であった。 

また、４自治体について指定医、専門医

である指定医、公立中学校、公立高校への

道路を使ったアクセス距離を計測し、指定

医を専門医に限定することで受診距離が

どの程度増えるか、公立中学校及び公立高

校への通学距離とどの程度違うかを、地理

情報システムを使用して計測した。 

 

４）ぼうこう・直腸機能障害 

本研究では、子宮悪性腫瘍に対する手術

や放射線治療の結果生じた排尿障害（神経

因性ぼうこう）や尿瘻（ぼうこう膣瘻・尿

管膣瘻）等の患者の実態を明らかにするこ

とを目的とした。なぜならば、これらの疾

患による排尿障害は身体障害認定（膀胱・

直腸機能障害）の対象となっていないが、

認定基準に相当する困難を持つことが、患

者、国会質問及び指定医により指摘されて

きたからである。 

 埼玉県泌尿器科医会所属 74 施設に質問

紙法による調査を実施した。質問項目は、

子宮頸がん・子宮体がんないしは治療によ

り排尿異常のある症例に関する年齢・排尿

状態・QOL 等であった。 

 

５）小腸機能障害 

小腸機能障害は昭和 61 年に身体障害者

手帳の対象となったが、身体障害者手帳の

交付者は 5,231,570 人（平成 24 年３月時

点）のうち小腸機能障害を持っている数は

5,153 人とされており、障害種別では小腸

機能障害は最も少ない。 

「腸管不全に対する小腸移植技術の確

立に関する研究」（研究代表者：福澤正洋）

では、日本小腸移植研究会、日本小児外科

学会認定施設、日本在宅静脈経腸栄養研究

会の中から応諾が得られた計 63 施設にお

いて 354 例の腸管不全患者の調査を行な
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った。その結果、生存288例中218例（76％）

が中心静脈栄養から離脱できず、184例

(63.9%)は6ヶ月以上離脱ができずに不可逆

的腸管不全と判断された。 

そこで、本研究では福澤班の調査対象者

であった腸管不全患者 354 例のうち、生存

例288名の中から応諾の得られた104例の

対象者が身体障害の認定を受けているか否

かを再調査した。 

また、適正な認定基準を提言するために、

文献調査を行った。 

 

６）海外情報 

第 14〜16 回国連障害統計ワシントング

ループ会議に参加し、国際的な障害認定の

動向に関する情報を収集した。 

 

（倫理面への配慮） 

肝臓機能障害、心臓機能障害、ぼうこ

う・直腸機能障害、小著機能障害について

は、担当する研究分担者および研究協力者

の所属機関において研究倫理審査委員会

の承諾を得て研究を実施した。 

聴覚障害改正後の状況把握調査につい

ては、研究代表者と担当する研究分担者の

所属機関において研究倫理審査委員会に

申請し、個人情報を対象としていないため

「非該当」の結果を得た。 

 

Ｃ．研究結果及び考察 

１）肝臓機能障害 

対象者は、エントリー時の状態は

Child-Pugh（C-P）分類 A210 名 78.7%, 

C-P 分類 B46 名 17.2% 、C-P 分類 C11

名 4.1%であった。平均 3.5 年の観察を行

った結果、観察期間中の死亡例は 37 例

13.9%であった。C-P 分類別の 3 年間の

累積生存率は、C-P 分類 A 93.5%, C-P 分

類 B 71.0%,C-P 分類 C 30.7%であった。 

観察開始時C-P 分類C の患者で 3 年後

に C-P 分類 B に改善した患者の頻度は

20.0％であったが、C-P 分類 A にまで改

善した例は見られなかった。以上のことか

ら C-P 分類 B と C の病態は基本的には

不可逆的であり、その中から C-P 分類 A

にまで改善する例は少ないと考えられた。 

肝硬変患者の総死亡に寄与する独立因

子は①C-P 分類、②血清 Na 値、③肝癌の

有無、④HBs 抗原の有無の 4 因子であっ

た。C-P 分類 C 患者 の 3 年目の累積生

存率は 30.7%と低く、本認定基準の対象

者の約 7 割が３年以内に死亡していた。

現行の認定基準をこのまま継続した場合、

その福祉サービスを受給できる期間、対象

者は限定的と考えられた。 

ただし、障害認定の基準を改定する際に

は、他の障害種別と比べた障害の重さを示

すことが望まれる。すなわち、どのような

日常生活活動がどれくらい制限されてい

るのかというデータを、肝臓機能障害につ

いても確認する必要がある。また、肝機能

障害者の主観的健康感や疾患特異的 QOL

などQOLの視点からC-P分類との関係性を

示すことも今後の検討課題であろう。 

 

２）心臓機能障害 
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2015 年 4月から 2016 年 10 月までの期

間内に、28 医療施設から合計 623 症例が

登録され、植込み時、3ヶ月後、6ヶ月後、

1 年後の調査から下記が明らかになった。 

(1) 植込み時には徐脈による症状（めまい、

失神、心不全など）を有した者（クラスⅠ

適応）は 94%であったものの運動対応能が

重度に制限された登録者（２METS 未満）

は 6%であった。 

(2) 植込み後 3 ヶ月には、運動対応能が

2METS 未満の登録者は 3％に減少し、6 ヶ

月、1年後もほぼ同様であった。 

(3) 日常生活動作点数（Barthel Index)

は、植込み時が 93.9±16.3 点であったの

に対し、3 ヶ月後、6 ヶ月後、1 年後にそ

れぞれ 95.5±14.5 点（ P=0.0021 ）、

96.2±12.9 点（P<0.0001）、96.6±11.3

点（P<0.0001 ）へと有意に改善した。 

これらの結果から、徐脈性不整脈でペー

スメーカ植込みの適応となる患者では、治

療（植込み）により障害者等級レベルが大

きく改善されることが示唆された。 

 

３）聴覚障害 

87 自治体から回答を得て（回収率

77.7％）、下記を明らかにした。 

(1) 平成 27 年 11 月時点では、２級の申請

数は、他の級の申請数に比べて３分の１程

度で有意に少なく、申請者数０の自治体は

24 であった。しかし、平成 28年 7月の補

足調査により、2級申請者数０の自治体は

４に減少した。 

(2) 指定医が専門医に限定された場合の

平均アクセス距離の変化は最大 123%、最

大アクセス距離の変化は最大 109%であっ

た。自治体間での最大アクセス距離の比は

最大 2.8、平均アクセス距離の比は最大

1.7 であった。これらの結果は、専門医の

資格をもつ指定医の割合と所属する医療

機関数の減少に比べて、地域住民から専門

医の資格をもつ指定医が所属する医療機

関までのアクセス距離の増加は小さいこ

とを示唆した。 

(3) ４地方公共団体間における指定医で

ある専門医までの平均アクセス距離の差

は、公立中学・公立高校までの平均アクセ

ス距離の差よりも少なく、最大アクセス距

離は３地方公共団体間で差がなかった。こ

れらのことから、感覚的には、聴覚障害の

認定のための診断書を得るための通院の

負担感は少ないと推測された。 

 

４）ぼうこう・直腸障害 

52 施設（回収率 70%）から、53 名の子

宮がんによる排尿異常がある登録症例を

得た。その 90％以上は子宮頸がん患者で

あった。53 名中 67％（34 名）は自己導

尿ないしはカテーテル留置がなされてお

り、低い QOL 値を示し、身体障害認定基

準相当の排尿異常があると担当医師が判

断した。しかし、現行制度では障害認定を

受けていなかった。 

また、尿瘻（膀胱膣瘻が最多）に対する

処置として、カテーテル留置がなされた症

例も３例ありこれらも現行制度では障害

認定を受けていなかった（この３例は上記
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の 34 例に含まれる）。 

 

５）小腸機能障害 

(1) 身体障害者手帳所持状況 

重症の腸管不全患者99名中11名（14.1%）

は身体障害者手帳の交付を受けていない、

もしくは以前交付を受けていたが認定基

準の対象外となったことが明らかになっ

た。また、３医療機関における手帳所持者

数及び等級には差があった。これらの結果

から、症状と等級の対応関係を示す指標の

妥当性と自治体間の公平性に課題がある

ことを示すと考えられた。 

(2)文献調査 

 課題を解決するための適正な認定基準

を検討した結果、下記の２点が有効と考え

られた。 

①認定基準に掲載されている「年齢別エネ

ルギー表」については、患児の実年齢では

なく体重相当の年齢におけるエネルギー

量をその症例の基準値とすることの付記、

あるいは症例における摂取総エネルギー

量に対する中心静脈栄養の割合による判

断に置き換えること。 

②認定基準の例示疾患に挙げられていない

小腸疾患の病名に「腸管神経節細胞僅少

症」、「巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症」、

「その他の腸管運動機能障害を有する疾

患群」を付記すること。 

 

６）海外の動向 

第 14〜16 回国連障害統計のワシント

ン・グループ会議での情報を一般誌に寄稿

および報告書に記載した。この間の新規事

項としては、子ども用モデュールの完成、

拡張質問セットからの操作的な障害定義

の進展、環境因子についての方向性確認な

どがあった。 

 

Ｄ．結論 

１）肝臓機能障害 

肝機能障害の 1 級の基準は Child-Pugh

分類Ｃ10 点以上であったが、肝硬変患者

の実態調査の結果から基準を再検討すべ

きであることが示唆され、C-P 分類 B と

C の病態は基本的には不可逆的であり、今

後 7 点以上の分類 B に基準を引き下げる

等の改正をおこなうことで、肝硬変患者が

適正に本制度の恩恵を享受することが可

能になると考えられた。 

 

２）心臓機能障害 

徐脈性不整脈でペースメーカ植込みの

適応となる患者では、治療（植込み）後、

身体活動度、日常生活動作は３ヶ月以降改

善した。障害等級再認定の評価時期に関し

ては、ペースメーカ依存度が高い患者がほ

とんどを占めることを考慮しても、早期の

再認定は可能と考えられた。 

 

３）聴覚障害 

・平成 26年の通知に対して聴覚障害２級

申請者の抑制が一時的に起こったが、平成

27 年度末には回復した。 

・自治体からは、他覚的聴力検査装置の普

及率が低いことによる通院の不便と検査

結果の判断に専門的知見が必要とされる
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ために認定審査に時間がかかることが指

摘された。 

・同通知により、原則として、新規の聴覚

障害指定医は耳鼻咽喉科学会専門医に限

定されたが、該当する医師数の減少よりも

該当する医療機関への平均及び最大アク

セス距離の増加は少ないことが示された。 

・専門医である指定医までの平均アクセス

距離は、公立中学・公立高校までの平均ア

クセス距離よりも小さく、通院負担感は日

常生活での移動負担感よりも大きくはな

いと推測された。 

 

４）ぼうこう・直腸障害 

身体障害の認定対象となっていないが、

認定基準に相当する「子宮悪性腫瘍に対す

る手術や放射線治療の結果生じた排尿障

害（神経因性ぼうこう）や尿瘻（ぼうこう

膣瘻・尿管膣瘻）等」の患者数は人口 715

万人の埼玉県で 34 名であり、単純に人口

比をとると全国で 600 名程度がいると推

測された。泌尿器科に通院していない者が

いる一方で、子宮頸がんの術式の改善によ

り深刻な排尿障害が今後増加することは

ないと考えられる。 

 

５）小腸機能障害 

 重症の腸管不全でありながら身体障害

者手帳の適用にならない患者に対して適

正な認定基準を検討した結果、下記の２点

が有効と考えられた。 

①認定基準に掲載されている「年齢別エネ

ルギー表」については、患児の実年齢では

なく体重相当の年齢におけるエネルギー

量をその症例の基準値とすることの付記、

あるいは症例における摂取総エネルギー

量に対する中心静脈栄養の割合による判

断に置き換えること。 

②認定基準の例示疾患に挙げられていない

小腸疾患の病名に「腸管神経節細胞僅少

症」、「巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症」、

「その他の腸管運動機能障害を有する疾

患群」を付記すること。 

 

６）海外の動向 

持続可能な開発計画（国連）における障害

統計など国連障害統計ワシントングルー

プ会議等の動向を引き続き留意すること

は有用であると考えられた。 
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